


●
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
補
助
金

７
０
０
千
円

　

平
成
20
年
９
月
よ
り
自
主
的
に
活
動
し
て
い
た
芙
蓉

区
の
自
主
防
災
組
織
に
、
宝
く
じ
振
興
補
助
金
を
活
用

し
、
担
架
・
A
E
D
一
式
等
の
購
入
費
を
補
助
す
る
。

●
消
防
団
員
退
職
金

９
９
１
千
円

　

消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
等
共
済
基
金
か
ら
２
名

に
支
払
う
。

●
障
害
福
祉
施
設
運
営
費
委
託
料１

，
３
５
０
千
円

　

障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
さ
く
ら
に
お
け
る
重
度
障
害

者
増
の
た
め
、
介
助
員
を
増
員
す
る
。

２

主
な
も
の

●
が
ん
ば
る
地
域
ま
ち
づ
く
り
事
業
補
助
金

１
，
０
０
０
千
円

●
住
民
向
け
出
前
講
座
事
業
費

５
０
千
円

●
少
人
数
学
習
の
講
師
賃
金

▲
２
，
０
６
４
千
円

　

島
門
小
学
校
の
新
一
年
生
が
82
名
で
確
定
し
、
１
ク

ラ
ス
27
〜
28
人
と
な
り
、
非
常
勤
講
師
の
必
要
が
な
く

な
っ
た
。

●
歴
史
自
然
公
園
管
理
費

２
１
０
千
円

　

島
津
・
丸
山
歴
史
自
然
公

園
の
ト
イ
レ
浄
化
槽
マ
ン

ホ
ー
ル
の
蓋
が
腐
食
し
て
い

る
た
め
交
換
す
る
。

●
印
刷
製
本
費６

０
４
千
円

　

10
月
か
ら
芦
屋
町
と
電
算
シ
ス
テ
ム
を
統
合
す
る
に

あ
た
り
、
税
の
納
付
書
や
封
筒
を
印
刷
す
る
。

●
手
数
料

３
０
４
千
円

　

10
月
か
ら
の
コ
ン
ビ
ニ
収
納
サ
ー
ビ
ス
開
始
に
係
る

も
の
。

一
般
会
計
補
正
予
算

１
１
６
２
万
１
千
円
増
額

　

６
月
３
日
か
ら
14
日
ま
で
の
会
期
で
、
平
成
22
年

度
一
般
会
計
補
正
予
算
を
は
じ
め
条
例
の
一
部
改
正

な
ど
が
議
案
上
程
さ
れ
、
慎
重
審
議
が
行
わ
れ
た
。

6月

定
例
会

平成22年度

●
町
道
路
線
の
認
定

（
全
員
一
致
認
定
）  

　

駅
南
側
と
駅
北
側
を
結
ぶ
自
由
通
路
（
希
望
の
か
け

橋
線
）
を
町
道
と
す
る
。

認
　
定
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▲歴史自然公園

▲

予
定
図

「希望のかけ橋線」

エレベーター入口



３

●
一
括
議
題

　
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

　
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
及
び

　
　
　
　
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

（
全
員
一
致
可
決
）   

　

町
長
部
局
の
附
属
機
関
に
「
が
ん
ば
る
地
域
ま
ち
づ

く
り
事
業
審
査
会
」
を
追
加
し
、
併
せ
て
委
員
報
酬
及

び
費
用
弁
償
の
額
を
定
め
る
。

●
一
括
議
題

　
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

　
職
員
の
勤
務
時
間
・
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
の

（
全
員
一
致
可
決
）

　

職
員
の
仕
事
と
子
育
て
の
両
立
支
援
に
か
か
る
育
児

休
業
等
の
制
度
を
整
備
す
る
。

●
一
般
職
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

（
全
員
一
致
可
決
）

　

人
事
院
規
則
の
改
正
に
よ
り
時
間
外
勤
務
手
当
の
支

給
率
が
確
定
し
た
。

●
職
員
の
退
職
手
当
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正

（
全
員
一
致
可
決
）

　

雇
用
保
険
法
等
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い

条
文
を
整
理
す
る
。

条
　
例

専
　
決

意
見
書

●
平
成
21
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算

●
税
条
例
の
一
部
改
正

●
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
改
正

●
不
法
係
留
船
対
策
を
求
め
る
意
見
書

（
全
員
一
致
可
決
・
関
係
機
関
に
送
付
）

　

西
川
に
お
け
る

プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー

ト
の
不
法
係
留

は
、
利
用
者
の
不

法
投
棄
や
騒
音
、

災
害
時
の
被
害
拡

大
の
危
険
性
な

ど
、
地
域
住
民
の

生
活
環
境
を
脅
か

す
も
の
で
あ
る
。

今
後
、
段
階
的
に

重
点
撤
去
区
域
を

設
定
し
早
期
に
実

施
す
る
こ
と
を
要

望
す
る
。

●「
拡
大
生
産
者
責
任
」「
デ
ポ
ジ
ッ
ト
制
度
」の
導

　
入
で
循
環
型
社
会
の
再
構
築
を
求
め
る
意
見
書

（
全
員
一
致
可
決
・
関
係
機
関
に
送
付
）

   

国
は
、
１
９
９
７
年
に「
容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法
」

を
施
行
し
た
が
、
こ
の
法
律
に
従
っ
て
懸
命
に
資
源
を

抜
き
出
し
、ご
み
削
減
に
努
め
て
も
、毎
年
増
加
す
る
生

産
量
に
対
し
、
市
町
村
の
ご
み
処
理
経
費
は
増
加
の
一

途
を
た
ど
っ
て
い
る
。さ
ら
に
ご
み
質
の
変
化
で
プ
ラ

ス
テ
ィ
ッ
ク
類
が
氾
濫
す
る
今
日
、
後
始
末
だ
け
が
市

町
村
の
責
任
と
さ
れ
る
現
行
法
は
多
い
に
疑
問
だ
。市

町
村
は
、
厳
し
い
財
政
難
の
中
で
過
剰
な
生
産
物
の
後

始
末
に
多
額
の
税
金
を
投
入
す
る
余
裕
は
な
い
。

　

よ
っ
て
、国
会
及
び
政
府
に
対
し
て
、製
品
の
生
産
者

が
そ
の
製
品
の
処
理
や
再
利
用
に
責
任
を
負
う
「
拡
大

生
産
者
責
任
」及
び「
デ
ポ
ジ
ッ
ト
制
度
」を
導
入
し
、
循

環
型
社
会
を
再
構
築
す
る
よ
う
要
望
す
る
。
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「
拡
大
生
産
者
責
任
」

　

製
品
の
生
産
者
が
、
使
用
済
み
製
品
を
回
収
、

再
利
用
ま
た
は
廃
棄
し
、
そ
の
費
用
も
負
担
す
る

こ
と
。

「
デ
ポ
ジ
ッ
ト
制
度
」

　

再
利
用
の
た
め
の
回
収
を
目
的
と
し
て
、
製
品

価
格
に
一
定
金
額
の
デ
ポ
ジ
ッ
ト
（
預
託
金
）
を

上
乗
せ
し
て
販
売
し
、
製
品
や
容
器
が
使
用
後
に

返
却
さ
れ
た
と
き
に
預
託
金
を
返
却
す
る
制
度
。

▲増水時の不法係留船

一
部
改
正












